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平 成 ２３年 度 第 ２回 行 財 政 改 革 審 議 会 会 議 録  

  

日  時  

平 成 ２３年 ６月 ６日 （月 ）午 後 ２時 ～午 後 ４時 ３０分  

 

場   所  

流 山 市 役 所  第 ２庁 舎 ３階  ３０６会 議 室  

 

出席委員 

櫻 井 委 員 、洞 下 委 員 、古内委員、林委員、小口委員、金子委員、 

大輪委員、井上委員、上平委員、近藤委員、寺澤委員 

 

傍  聴  者  

なし 

 

欠席委員 

   井原委員、籠委員、 小 嶋 委 員 、田 中 委 員  

 

事  務  局  

山 田 行 政 改 革 推 進 課 長  

浅 水 行 政 改 革 推 進 係 長 、秋 元 主 査 、高 野 主 任 主 事  

   有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ 宗 和 氏 、山 本 氏  

議  題  

・①平 成 ２３年 度 ヒアリング対 象 部 局 について（報 告 ）  
・②ヒアリングのポイントについて 

 

議事内容 

別 添 議 事 録 のとおり 

 

添付資料 

・ヒアリング資 料 ①「平 成 23 年 度 各 部 局 長 の仕 事 と目 標 （当 初 設 定 ※）」  
・ヒアリング資 料 ②「平 成 22 年 度 各 部 局 長 の仕 事 と目 標 （最 終 確 認 ※）」  
・ヒアリング実 施 にあたって   
・ヒアリングのポイント（要 旨 ） 

     ・資 料 １「行 政 評 価 ・予 算 編 成 スケジュール」 

     ・資 料 ２「部 局 内 事 業 シート」 

    ・資 料 ３「事 務 事 業 マネジメントシート」 

 ・資 料 ４「ヒアリングワークシート」 

※ に つ い て は 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 し て い ま

す 。 （ 市 ト ッ プ ペ ー ジ 左 下 「 各 部 局 長 の 仕 事 と 目

標 」 か ら 確 認 で き ま す 。 ）  
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議事録（概要）  

 

（井 上 会 長 ） 

開 会 宣 言  

本 日 の議 題 は、①「平 成 ２３年 度 ヒアリング対 象 部 局 について（報 告 ）」、②「ヒアリ

ングのポイント」を予 定 しているが、本 日 の進 行 スケジュール等 について事 務 局 から

説 明 をお願 いしたい。 

 

（事 務 局 ） 

議 題 ①の「平 成 ２３年 度 ヒアリング対 象 部 局 について（報 告 ）」は、先 月 下 旬 （５月

２４日 ）にリーダー会 議 として、井 上 会 長 とＡＢグループのリーダー、サブリーダーの５

名 の方 々にお集 まりいただき、今 年 度 の部 局 長 ヒアリングの対 象 部 局 の選 定 を行 な

っていただいた。対 象 部 局 については、すでに郵 送 でご案 内 したとおりですが、選 定

の経 緯 については、後 程 議 事 進 行 の中 で、会 長 から説 明 をお願 いしたい。 

議 題 ②の「ヒアリングのポイント」について、昨 年 までは、行 政 評 価 の外 部 評 価 を

行 うにあたって、施 策 主 管 課 長 、施 策 関 係 課 長 とのヒアリングを行 なっていただいた

が、今 年 度 の諮 問 は、施 策 と組 織 の長 である部 長 に対 してマネジメント力 、リーダー

シップ力 向 上 に向 けた助 言 や提 言 をいただくこととなる。 

部 長 職 という特 徴 から、個 々の事 務 事 業 の細 かな点 についてまで、把 握 に至 って

いないことも予 想 されるため、ヒアリングの視 点 は、これまでのものと異 なるものとなる。 

そこで、本 日 は、今 年 度 の部 局 長 とのヒアリングの視 点 、留 意 点 等 について、有

限 監 査 法 人 トーマツからのレクチャーを行 い、審 議 会 委 員 の間 で共 有 認 識 を図 っ

ていただきたい。 

 

（井 上 会 長 ） 

では、議 題 ①「平 成 ２３年 度 ヒアリング対 象 部 局 について（報 告 ）」を進 めることとし

たい。 

ヒアリング対 象 部 局 長 の選 定 にあたっては、５月 ２４日 に開 催 したリーダー会 議 に

おいて、市 長 からの諮 問 主 旨 について再 認 識 するともに、各 委 員 からの希 望 状 況 と

コンサルタント（トーマツ）の所 見 を参 考 にして各 リーダーが選 定 を行 った。 

当 初 、１０部 局 長 のヒアリングを行 う予 定 で選 出 作 業 を行 ったが、それぞれ４部 局

長 までの選 出 とし、残 る 1 部 局 長 については、前 期 の３部 局 長 のヒアリングを進 めて

いく中 で、再 度 帳 票 に目 を通 すなどして、グループ内 で判 断 し選 出 することとした。 
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この結 果 、対 象 部 局 長 については、次 のとおり選 出 したため報 告 する。 

 Ａグループ 

  ＞＞財 政 部 長 、健 康 福 祉 部 長 、子 ども家 庭 部 長 、都 市 整 備 部 長  

 Ｂグループ 

  ＞＞総 務 部 長 、市 民 生 活 部 長 、産 業 振 興 部 長 、生 涯 学 習 部 長  

 

なお、ヒアリングの日 程 は、各 部 長 のスケジュールとの兼 ね合 いがあるため、調 整

は事 務 局 に一 任 することとしたい。 

リーダー会 議 の結 果 について何 か質 問 があれば伺 いたい。 

 

―特 になし― 

 

（井 上 会 長 ） 

  それでは、次 の議 題 を行 うこととしたい。 

昨 年 まで当 審 議 会 は、施 策 の管 理 シートに係 る外 部 評 価 として、施 策 の関 係 課

長 たちとのヒアリングを行 ってきた。 

また、昨 年 は、一 部 の委 員 におかれましては「流 山 版 事 業 仕 分 け」の検 討 委 員 と

して事 業 所 管 課 長 との公 開 ヒアリングに参 加 いただいた。 

今 年 度 のヒアリングに望 むにあたっては、先 ほどの事 務 局 の説 明 にもあったように、

市 長 からの諮 問 の趣 旨 を十 分 酌 むことが大 切 である。 

また、各 委 員 がどのような意 識 をもって望 むか、どのような視 点 で質 問 等 を行 ない、

何 を明 確 に聞 き出 すのかといったことを共 通 認 識 する必 要 がある。 

そこで、部 局 長 とのヒアリングポイントについて事 務 局 から説 明 をお願 いしたい。 

 

（事 務 局 ） 

先 月 のリーダー会 議 においても、出 席 委 員 からも意 見 としていただいたところであ

るが、ヒアリング時 の視 点 や留 意 点 を事 前 に整 理 し、全 体 で共 通 認 識 を図 ることが

必 要 である。 

そこで、本 市 の行 政 評 価 支 援 事 業 の受 託 者 である、有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ

からヒアリングの視 点 や留 意 点 、当 日 の進 行 等 について説 明 しますので、その内 容

に基 づいて、共 通 認 識 を深 めていただきたい。 

また、本 日 は、資 料 としてヒアリングの対 象 となる８部 局 分 を掲 載 した「各 部 局 長

の仕 事 と目 標 」を用 意 しましたので、後 で内 容 を確 認 いただきたい。 
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 それでは、有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツの宗 和 氏 より説 明 をお願 いしたい。 

 

（トーマツ宗 和 氏 ） 

～トーマツ 宗 和 氏 からの説 明 ～ 

 

・ヒアリング実 施 にあたって  
・ヒアリングのポイント（要 旨 ） 

     ・資 料 １「行 政 評 価 ・予 算 編 成 スケジュール」 

     ・資 料 ２「部 局 内 事 業 シート」 

    ・資 料 ３「事 務 事 業 マネジメントシート」 

・資 料 ４「ヒアリングワークシート」 

 

（井 上 会 長 ）  

事 務 局 （トーマツ）の説 明 について質 問 があれば伺 いたい。  

 

（近 藤 委 員 ）  

  説 明 の中 で、部 局 長 とのヒアリングは、政 策 、施 策 に関 する提 言 や委 員 側 の関

心 ある事 業 等 について意 見 する場 ではないとあったが、具 体 的 にどのように部 局 長

とのヒアリングを行 うのか。  

 

（トーマツ宗 和 氏 ） 

  ヒアリングを実 施 していく中 では、当 然 興 味 を持 つ内 容 があるとは思 うが、極 力 建

設 的 な議 論 を行 っていただきたいと考 えている。  

限 られた時 間 内 で「こういった事 業 をやったらどうか？」「こんな事 業 やらなくてい

い」といった議 論 が中 心 になると、ヒアリングの目 的 が達 成 できない。 

このことから、議 論 が平 行 線 となるようなことを避 けたいという意 味 で、「政 策 提 言

をする場 ではない」ということを留 意 点 として挙 げた。 

 

（寺 澤 委 員 ）  

  「部 局 長 のビジョン」とあるが、市 長 からの指 示 や方 針 がどういったものがあったの

かをどこかで示 してもらわなければ、ビジョンについてわからないと思 うがどうか。 

  また、「ヒアリング資 料 」に記 載 されている“６－２”などの番 号 は一 体 何 を示 してい

るのか。 
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（事 務 局 ） 

 市 長 の方 針 というのは、昨 年 、委 員 に配 布 した総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 が基 本 的

な方 針 となる。なお、“６－２”などの番 号 については、後 期 基 本 計 画 に位 置 付 けられ

ているそれぞれの施 策 の番 号 となっており、区 別 されている。 

なお、“６－２”は「公 ・民 パートナーシップによる構 想 実 現 と効 率 的 、効 果 的 行 財

政 運 営 （行 政 の充 実 ）」の２節 「健 全 で効 率 的 な行 財 政 運 営 」である。 

 

（寺 澤 委 員 ） 

 この計 画 に記 載 されている内 容 は、各 部 局 （長 ）に対 して市 長 が具 体 的 に指 示 を

しているのか。 

 

（事 務 局 ） 

 市 長 の方 針 を基 に計 画 の策 定 段 階 で、各 部 局 （長 ）が調 整 を図 っているものであ

る。そのほか、先 の市 長 選 挙 において市 長 が掲 げた「市 長 マニュフェスト」が庁 内 に

は周 知 されている。このマニュフェストについては、後 日 委 員 にも配 布 することとした

い。 

 

（大 輪 委 員 ） 

 「ヒアリング資 料 」にある帳 票 で前 年 度 （平 成 ２２年 度 ）の最 終 確 認 の課 題 と解 決

方 法 が、次 の年 度 （平 成 ２３年 度 ）の当 初 設 定 のプランにどのように反 映 されている

のか。 

 

（トーマツ宗 和 氏 ）  

 平 成 ２２年 度 の最 終 確 認 では、施 策 の進 捗 度 を表 す指 標 や他 自 治 体 の状 況 を

踏 まえて、各 部 局 長 が所 管 する施 策 ごとに当 該 年 度 の達 成 状 況 を記 載 し、それぞ

れの施 策 の課 題 と解 決 方 法 について整 理 を行 っている。  

 平 成 ２３年 度 の当 初 設 定 では、前 年 度 に整 理 を行 った課 題 とその解 決 策 を各 部

局 長 が「年 度 当 初 における課 題 とその解 決 策 」欄 に記 入 することで、各 課 長 がそれ

ぞれの課 題 等 を把 握 し、具 体 的 な各 施 策 の取 り組 み内 容 （仕 事 の進 め方 ）に反 映

をさせている。  

 

（洞 下 委 員 ） 

 各 部 局 長 は、本 審 議 会 委 員 がヒアリングを行 う目 的 などについては知 っているの
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か。 

 

（事 務 局 ） 

  先 日 、市 長 、副 市 長 及 び各 部 局 長 等 で構 成 される「庁 議 」の中 で、今 年 度 、行

財 政 改 革 審 議 委 員 が諮 問 に対 するヒアリングを実 施 することを報 告 させていただい

た。 

 

（洞 下 委 員 ） 

  諮 問 の中 で「各 部 局 長 のマネジメント力 の向 上 に結 び付 く意 見 ・・・」とあるが、そ

の場 で直 接 ヒアリング対 象 部 長 に提 言 するのか、それとも、審 議 会 全 体 で意 見 を集

約 して提 言 するのかどのように考 えるのか。 

 

（事 務 局 ） 

  現 在 イメージしているのは、前 期 で６部 局 長 、後 期 で４部 局 長 の全 １０部 局 長 と

のヒアリングを実 施 するため、前 期 終 了 後 にヒアリングの振 り返 りと感 想 について市

長 、副 市 長 へ中 間 報 告 として意 見 交 換 を行 っていただきたいと考 えている。 

 なお、諮 問 にある、「各 部 局 長 のマネジメント力 向 上 に結 び付 く意 見 」については、

前 期 、後 期 終 了 後 に全 体 の意 見 を集 約 し答 申 を行 いたいと考 えている。 

 

（小 口 委 員 ） 

  先 ほど、ヒアリングの視 点 の説 明 では、部 局 長 のビジョンについての質 問 をするこ

ととあったが、一 方 で、説 明 資 料 の中 では、ビジョンそのものの議 論 をするのではない

と記 載 されているが、どういうことか。 

 

（トーマツ宗 和 氏 ） 

 部 局 長 が行 う施 策 などの現 状 分 析 結 果 に基 づいて、ビジョンの質 問 するのは適 当

だが、部 局 長 が考 えるビジョンそのものに対 しての肯 定 、否 定 の議 論 を行 うものでは

ない。 

 

（小 口 委 員 ） 

 ヒアリングの実 施 方 法 はどういったものか。 

 

（事 務 局 ） 
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 最 初 に、部 局 長 から部 の仕 事 内 容 、方 針 等 についての説 明 時 間 を設 け、その後

に、委 員 からの質 疑 応 答 の時 間 を設 けたい。なお、部 局 長 とのヒアリングは概 ね１時

間 半 程 度 としたい。 

 

（井 上 会 長 ） 

 それでは、本 日 の審 議 事 項 を踏 まえ、ヒアリングに望 んでいただきたい。 

次 回 のヒアリング開 催 日 について、事 務 局 から連 絡 いただきたい。  

 

（事 務 局 ） 

次 回 のヒアリングは、６月 ２７日 （月 ）午 後 ２時 からの開 催 を予 定 している。 

会 場 については、次 のとおり。 

Ａグループ：ケアセンター４階  第 １研 修 室  

Ｂグループ：ケアセンター４階  第 ２研 修 室   

 

なお、対 象 部 局 については、現 在 調 整 をとっているので、確 定 次 第 、連 絡 するこ

ととしたい。 

 

（井 上 会 長 ）  

それでは、以 上 で第 ２回 行 財 政 改 革 審 議 会 を閉 会 します。 

以 上  

 

  平 成 ２３年 ６月 ６日  

  流 山 市 行 財 政 改 革 審 議 会  

    会 長  井 上  菊 夫  

 

 

 

 



（資料１）

平成22年度 平成23年度 平成24年度
３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

①
⑥

　　⑦
②

⑧
 ⑤

③

④

の伝達内容
図形の意味について ① 平成23年度の取り組みの方向性及び基本計画の平成24年度実施予定事業を市長、副市長に説明する。

② ①における各部局長の説明について、市長・副市長は各部局長に対してフィードバックを行う。
…事務作業など …行政評価関連 …予算編成関連 ③ 事務事業の状況（平成22年度の事業費、人件費、平成23年度の予算など）を示す。

④ 「各部局長の仕事と目標」を活用し、第１次部内経営会議を開催し、事業の優先順位についてのグルーピングを行う。
…シート …概算要求関連 ⑤ 行財政改革審議会等による外部評価を実施する。

　　（色付きは初回登場時） ⑥ 第１次部内経営会議後の部局内事業シートを活用して、平成24年度事業の概算要望を示す。
⑦ 包括予算として各部局の配当枠を示す。
⑧ 第２次部内経営会議の結果を踏まえ、予算見積書を作成し、財政部に提出する。

市
長
・
副
市
長

財
政
部

総
合
政
策
部

部
局
長

各
担
当
部
課

流山市の行政評価及び予算編成スケジュール（イメージ図）

平成22年度
各部局長の仕

事と目標
（年度末）

とりまとめ

平成22年度

各部局長の仕事

と目標（年度末）

ヒアリング

とりまとめ

平成23年度

各部局長の仕事

と目標（事前評価）

ヒアリング

平成23年度

各部局長の仕事

と目標

（中間報告）

とりまとめ

平成23年度

各部局長の仕事

と目標ヒアリング

（中間報告）

平成23年度

各部局長の仕事

と目標（年度末）

最終確認

とりまとめ

平成23年度

各部局長の仕事

と目標ヒアリング

（年度末）

各部局長への

フィードバック

平成23年度

各部局長の

仕事と目標

（事前評価）

平成23年度

各部局長の仕事と目標

部局内事業シートによ

る事業のグルーピング

（優先順位付け）

第１次

部内経営会議

施策の目的への

貢献度を基に、

事業のグルーピ

ング（相対評価）

を実施する。

（部単位で行う）

外部評価

（行財政改革審議会ほか）

第２次

部内経営会議

予算枠や第1次
部内経営会議
の結果などを踏
まえ、絶対評価
に基づく各事業
の方向性を決
定する（予算要
求額の検討）

概算要望

（政策的事業）

次年度事業の概算要望

新規・変更事業

先送り事業など

総合計画との整合と、

事業費を把握

概算要望説明

示達内容検討

示達

（平成24年度

予算編成方針）

翌年度予算

編成準備

地方財政計画

歳入予測など

概算要望

積算の相談

起債の充当率

など

財政部長

査定

市長・副市長

査定

サービス水準・貢献度で議論 コストも意識して議論

総合計画の

進行管理

政策的経費の

予算枠の積算

〔企画政策課〕

平成22年度

事務事業

マネジメントシート

各事業を絶対評価



（資料２）

　部局内事業シート

施策 事業名
事業
特性 平成24年度実施のポイント

事業
展開

グルー

ピング

平成21年度 平成22年度事業費（円） 平成22年度人役（人） 平成23年度（千円） 平成24年度（千円）
予算要求のポイント

事業
展開

順
位予算額 うち一般財源 ①計画事業費 うち一般財源

平成24年度（千円）

事業費(円)/人役 総コスト b+c 人件費 c 事業費 b うち一般財源 職員 再任用 臨職 嘱託 ②概算要求額 国庫支出金 県支出金 分担金･負担金 使用料･手数料 基金繰入金 地方債 その他特財 一般財源 ③予算要求額 国庫支出金 県支出金 分担金･負担金 使用料･手数料 基金繰入金 地方債 その他特財 一般財源

合計事
業
特
性

Ⅰ…法定受託事務 Ⅲ…国県補助（交付金）対象事業 事
業
展
開

↗ 拡大 グ
ル
ー

ピ
ン
グ

A 影響度・緊急性 上位 25％

Ⅱ…継続費・債務負担行為設定事業 Ⅳ…市一般財源のみの事業 → 維持 B

　（備考欄に終期年度を記入） Ⅴ…実施年度限定事業（終期設定事業） ↘ 縮小 C 影響度・緊急性 上位 50％～75％ 差
額

影響度・緊急性 上位 25％～５0％

基本計画
一般財源枠

事
業
展
開

↗  　拡大
→ 　維持
↘  　縮小
…　先送り
× 　終了× 終了 D 影響度・緊急性 上位 75％～100％

差
額

原課の思いを主張する
（絶対評価）

部としてのコンセンサスを

とる
（相対評価）

判

断

事

実
所

与

判

断

絶対評価

絶対評価

相対評価

第1次
部内経営会議

概算要求
第2次

部内経営会議

財源と概算

要求の差異

を把握。



（資料３）

事務事業マネジメントシート

Ⅰ　事務事業の目的・内容

Ⅱ　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

Ⅲ　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善　＜※主管課長記入＞

⑴　事務事業についての評価及び今後の方向性

⑵　事務事業の業務改善についての評価

事業名
会計 款 項 目 大事 小事

政　策 06 主管課

施　策 6-2 主管課長

事業
目的

対象 意図

事業内容

事業開始か
ら現在まで
の状況変化

指標

名　　称 平成20年度 平成21年度 平成22年度 単位
目標
方向

算定式（成果指標の場合）

①

②

③

④

指標で表すこ
とができない
定性的な成果

目的に対する現状（客観的事実・データに
基づく現在の状況や取組状況）

事務事業のコスト 平成20年度 平成21年度 平成22年度

事務事業の総ｺｽﾄ(a=b+c)

 事業費（ｂ）（円）

うち一般財源

 職員給与費(ｃ)(円)

人役・職員(人)

人役・再任用(人)

人役・臨職(人)

人役・嘱託(人)

初期投資コスト（円）（建設又は取得年度のみ記入）

想定耐用年数　（年）（建設又は取得年度のみ記入）

個別評価 必要性

今後の必要性 有効性 目標達成度

市関与の必要性 効率性
対象者の適切性

コストの削減

改善策の
実施事業

今 後 の
取り組み

総合評価

前年度に
計画した
取り組み

現状の
課　題

所

与

事

実

判

断

所

与

事

実

事

実

判

断



【部局名：                                              】
（外部評価委員氏名：　　　　　　　　　　）

チェック項目 コメント

　①　部局長のビジョンは、市長の方針や社会情勢等を
的確に認識したものとなっているか？

　②　「トップの判断待ち」の姿勢ではなく、自らの信念や
考えを持っているか？また、それを部内下位職員に、適
切に伝えることができているか？

　③　「行財政改革」を部内で実践することをどこまで自
覚しているか。つまり、経営資源の減少傾向を踏まえ、
要求型意識を脱しているか。

　④　その他（各委員からの提言など）

　①　前年度の評価結果が当年度の課題認識や解決策
の検討にあたり、適切に踏まえられているか？

　②　解決策が課題を解決するにあたり有効なものと
なっているか？

　③　将来（例えば、後期基本計画の最終年度の平成
31年度など）を見据えた戦略的な取り組みが行われて
いるか？

　④　指標や「指標では表すことができない定性的な成
果」、他自治体比較について、部局のマネジメントの観
点から改善点はないか？

　⑤　その他（各委員からの提言など）

　①　部局から示された行財政改革の内容は有効なも
のであるか？

　②　部局から示された行財政改革項目以外にも、行財
政改革に資するアイディアはないか？

　③　その他（各委員からの提言など）

Ⅳ．総合意見欄

平成２３年度　ヒアリングワークシート

Ⅱ．部局が所管する施策について（Ａ表からＤ表）

Ⅲ．部内の改革事項について（Ｅ表からＸ表）

Ⅰ．部局長のビジョンについて



平成 23 年度 行財政改革審議会 ヒアリングのポイント（要旨） 

 

今年度のヒアリングのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリングの留意点 

 ・委員側の興味に基づく部局長に対する質問の場ではありません。  
 ・市長からの諮問は、政策提言自体を行うことを求めているのではありません。  
・「各部局長の仕事と目標」は、全庁統一様式であるため、帳票の構成や項目自体に関するアド

バイスは、対象部局長ではなく、全体会議の場でお願いします。 
 

ヒアリングの流れ  

（１）部局長から、組織と施策の責任者として、今年度のビジョンについて説明 
①市長からの当該部局に対して出されている指示の概要 
②市長からの指示内容と現在の社会情勢、市民意識を踏まえての所管施策の平成２３年度の

方向性 
③限られた経営資源を用いて部内の業務を遂行していくための平成２３年度の方針 
④市全体の財政状況に対する自らの部の役割 
⑤部内の行財政改革のリーダーとしての役割  

（２）部局が所管する施策に関する意見交換 
①ビジョンにもとづいた帳票記入について 

  ②課題に基づいた取り組みの設定について 
  ③後期基本計画に基づきつつも、社会情勢等の加味、考慮の状況について  
  ④指標についての追加提言 

※後期基本計画の指標を設定する際に、平成２１年度行革審の意見を反映させて作成し、再

確認をいただいた後に設定した経緯があるので、より効果的な指標が考えられる場合は、

現在設定してある指標についてのダメ出しではなく、追加設定としての提言を行う。 

（３）部内の改革事項に関する意見交換 
  ①設定した項目の内容と実現性の確認 
 ②すでに取り組んでいるものについての現状 

  ③追加項目の提言 

＜従来の外部評価＞ 

「施策・個別施策管理シート」について「評価帳票の見やすさへの工夫」、「成果指標の捉え方」な

どの「評価の評価」的な意見が中心となっていて、ＰＤＣＡサイクルでいう「Ｃ」の検討に偏りが

ちの傾向にあった。 

＜今回のヒアリングの目的＞ 

行政評価で最も重要である評価結果（Ｃ）を行動（Ａ）につなげるという部分に注目し、行財政改革

審議会が問題点を指摘し、実現に向けた建設的な意見や提言を行うことが期待されている。 

また、各委員がこれまで培った貴重な経験に基づいて、部局の経営者である部局長に対してマネジメ

ントやリーダーシップの向上に役立つアドバイスや提言などを行うことが期待されている。 
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